
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

改
正
の
趣
旨

成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
、
成
年
被
後
見
人
等
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
成
年

被
後
見
人
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
不
当
に
差
別
さ
れ
な
い
よ
う
、
国
家
公
務
員
法
等
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
成
年
被

後
見
人
等
に
係
る
欠
格
条
項
そ
の
他
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
こ
と
。

第
二

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等

次
に
掲
げ
る
法
律
に
定
め
る
資
格
、
職
種
、
営
業
許
可
等
に
お
け
る
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
に
つ

い
て
適
正
化
を
図
る
と
と
も
に
、
所
要
の
手
続
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

一

内
閣
官
房
関
係

１

国
家
公
務
員
法

２

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律

二

内
閣
府
関
係
等

イ

本
府
関
係
等



１

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

２

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律

３

国
家
戦
略
特
別
区
域
法

４

人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法
律

５

衛
星
リ
モ
ー
ト
セ
ン
シ
ン
グ
記
録
の
適
正
な
取
扱
い
の
確
保
に
関
す
る
法
律

６

国
会
職
員
法

ロ

国
家
公
安
委
員
会
関
係

１

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

２

古
物
営
業
法

３

質
屋
営
業
法

４

道
路
交
通
法

５

警
備
業
法

６

自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律



７

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

８

探
偵
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

ハ

個
人
情
報
保
護
委
員
会
関
係

１

行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

２

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

ニ

金
融
庁
関
係

１

無
尽
業
法

２

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律

３

金
融
商
品
取
引
法

４

公
認
会
計
士
法

５

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律

６

船
主
相
互
保
険
組
合
法

７

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律



８

信
用
金
庫
法

９

長
期
信
用
銀
行
法

労
働
金
庫
法

10

銀
行
法

11

貸
金
業
法

12

保
険
業
法

13

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律

14

社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律

15

銀
行
等
の
株
式
等
の
保
有
の
制
限
等
に
関
す
る
法
律

16

信
託
業
法

17

保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

18

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法

19

電
子
記
録
債
権
法

20



資
金
決
済
に
関
す
る
法
律

21
ホ

消
費
者
庁
関
係

１

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法

三

総
務
省
関
係

１

地
方
自
治
法

２

郵
便
法

３

地
方
税
法

４

地
方
公
務
員
法

５

行
政
書
士
法

６

地
方
公
営
企
業
法

７

旧
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

８

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律

９

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律



四

法
務
省
関
係

１

弁
護
士
法

２

司
法
書
士
法

３

保
護
司
法

４

土
地
家
屋
調
査
士
法

５

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法

６

更
生
保
護
事
業
法

７

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法

８

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律

９

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律

信
託
法

10

五

財
務
省
関
係

１

税
理
士
法



２

酒
税
法

３

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律

４

通
関
業
法

５

た
ば
こ
事
業
法

６

塩
事
業
法

７

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法

六

文
部
科
学
省
関
係

１

学
校
教
育
法

２

教
育
職
員
免
許
法

３

私
立
学
校
法

４

宗
教
法
人
法

５

義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関
す
る
法
律

６

技
術
士
法



７

著
作
権
等
管
理
事
業
法

七

厚
生
労
働
省
関
係

１

職
業
安
定
法

２

児
童
福
祉
法

３

大
麻
取
締
法

４

旅
館
業
法

５

消
費
生
活
協
同
組
合
法

６

医
師
法

７

歯
科
医
師
法

８

医
療
法

９

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律

社
会
福
祉
法

10

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法

11



あ
へ
ん
法

12

水
道
法

13

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

14

薬
剤
師
法

15

社
会
保
険
労
務
士
法

16

職
業
能
力
開
発
促
進
法

17

労
働
安
全
衛
生
法

18

作
業
環
境
測
定
法

19

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律

20

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

21

外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

22

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法

23

港
湾
労
働
法

24



食
鳥
処
理
の
事
業
の
規
制
及
び
食
鳥
検
査
に
関
す
る
法
律

25

介
護
保
険
法

26

精
神
保
健
福
祉
士
法

27

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

28

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

29

移
植
に
用
い
る
造
血
幹
細
胞
の
適
切
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

30

公
認
心
理
師
法

31

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

32
律

外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律

33

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律

34

八

農
林
水
産
省
関
係

１

農
業
協
同
組
合
法



２

水
産
業
協
同
組
合
法

３

獣
医
師
法

４

土
地
改
良
法

５

家
畜
商
法

６

家
畜
改
良
増
殖
法

７

家
畜
伝
染
病
予
防
法

８

森
林
組
合
法

９

農
林
中
央
金
庫
法

九

経
済
産
業
省
関
係

１

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法

２

火
薬
類
取
締
法

３

商
品
先
物
取
引
法

４

高
圧
ガ
ス
保
安
法



５

商
工
会
議
所
法

６

武
器
等
製
造
法

７

商
工
会
法

８

技
術
研
究
組
合
法

９

割
賦
販
売
法

商
店
街
振
興
組
合
法

10

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

11

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律

12

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律

13

商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律

14

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

15

対
人
地
雷
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

16

産
業
競
争
力
強
化
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
産
業
活
力
の
再

17



生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法

ア
ル
コ
ー
ル
事
業
法

18

弁
理
士
法

19

中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律

20

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
等
の
製
造
の
禁
止
及
び
所
持
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

21

エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
適
合
製
品
の
開
発
及
び
製
造
を
行
う
事
業
の
促
進
に
関
す
る
法
律

22

産
業
競
争
力
強
化
法

23

水
銀
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
法
律

24

十

国
土
交
通
省
関
係

１

船
員
職
業
安
定
法

２

建
設
業
法

３

測
量
法

４

国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法



５

建
築
基
準
法

６

建
築
士
法

７

港
湾
法

８

海
事
代
理
士
法

９

港
湾
運
送
事
業
法

道
路
運
送
法

10

道
路
運
送
車
両
法

11

自
動
車
タ
ー
ミ
ナ
ル
法

12

小
型
船
造
船
業
法

13

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

14

宅
地
建
物
取
引
業
法

15

旅
行
業
法

16

土
地
区
画
整
理
法

17



空
港
法

18

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律

19

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

20

特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法
律

21

鉄
道
事
業
法

22

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法

23

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

24

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律

25

高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律

26

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

27

民
間
の
能
力
を
活
用
し
た
国
管
理
空
港
等
の
運
営
等
に
関
す
る
法
律

28

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律

29

住
宅
宿
泊
事
業
法

30



十
一

環
境
省
関
係

１

自
然
公
園
法

２

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

３

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

４

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律

５

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律

６

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律

７

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

８

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律

十
二

防
衛
省
関
係

１

自
衛
隊
法

第
三

そ
の
他
（
附
則
関
係
）

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ



る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

１

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
改
正
等

公
布
の
日

２

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
改
正
等

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日

３

建
築
士
法
の
一
部
改
正
等

平
成
三
十
年
十
二
月
一
日

４

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動

植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
の
日
又

は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

二

所
要
の
経
過
措
置
及
び
検
討
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

三

所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


